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 日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 小池 信也）は、今後とも郵便サービスの 

安定的な提供を維持していくため、2026年 10 月 1 日（木）から、次のとおり、バーコード付郵便物の

割引率および郵便区内特別郵便物の料金を改定します。 

 ご利用の皆さまには、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

1 バーコード付郵便物の割引率の改定 

郵便物の種別 改定前 改定後 

定形郵便物 

通常はがき 
3% 1% 

往復はがき 1.5% 0.5% 

 ※ 広告郵便物および区分郵便物の基本割引率に加算されるバーコード付郵便物の特別割引率も 

同様とします。 

 

2 郵便区内特別郵便物の料金の改定 

料金の区別 改定前 改定後 

特別料金（2） 定形郵便物 92円 94円 

特別料金（3） 定形郵便物 81円 83円 

特別料金（4） 定形郵便物 81円 83円 

 ※ 特別料金（1）が適用される郵便物の料金の変更はありません。 

 

3 実施日 

 2026年10月1日（木） 

 

以 上 

【お客さまのお問い合わせ先】 
日本郵便株式会社 
お客様サービス相談センター 

＜電話番号＞ 
0120-23-28-86（フリーダイヤル） 

携帯電話からご利用のお客さま 
0570-046-666（通話料はお客さま負担です） 

＜ご案内時間＞ 
全日 8:00～21:00 
ガイダンスが流れますので、「*」のあとに 
「1」を選択してください。 
おかけ間違いのないようにご注意ください。  
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